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高等教育予算の状況
－令和７年度予算－
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私立大学と文部科学省のつながり
－ 予算と法令 －

文部科学大臣

学校法人・私立大学

予
算

法
令

１ 基盤的経費
私学助成（経常費）

２ 競争的資金
科学研究費（科研費）

３ その他
大学改革推進等補助金等

（地域連携、グローバル、
データサイエンス、等）

奨学金・学生支援等

文部科学省内
概算
要求

政府
原案

「骨太の方針」

８月末

政府内

１２月末

予算国会審議

３月末

大学設置認可・法人寄附行為認可

学校教育法 第３条
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文

部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置
基準に従い、これを設置しなければならない。
私立学校法 第２３条（令和五年改正後）

学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的
とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を
定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附
行為について所轄庁の認可を受けなければならない。

（各種の指導・監督作用）
・ 自己点検評価・認証評価
・ 運営等に関する調査
・ 行政指導
・ その他

その他、法律の個別の規定に基づく措置
・変更命令、学部等の閉鎖命令、閉鎖命令

（学校教育法）
・措置命令、解任勧告、解散命令

（私立学校法）

６月
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高等教育関係予算
文部科学省の予算
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令和４年度補正予算
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最近の高等教育改革の議論
－中央教育審議会等での検討状況－
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中央教育審議会

教育制度分科会

生涯学習分科会

初等中等教育分科会

大学分科会

教育課程部会

大学院部会

教員養成部会

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実
に向けた学校教育の在り方に関する特別部会

法科大学院等特別委員会

認証評価機関の認証に関する審査委員会

大学院制度と教育の在り方（研究との連携を含
む）について

法科大学院教育の改善等について

学校教育法第１１２条の規定に基づき、大学分科会が認証評価機関の認証に係る
審査等を行うのに先立ち、専門的な調査審議を行う

中央教育審議会
第１２期大学分科会の所掌事務

教育課程等特例制度運営委員会

教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に
関する特例の認定に係る審査等を行う

ほか
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大学設置基準大綱化以降の「大型」答申の動き
（高等教育改革の変遷）

１９９１年 平成３年２月 「大学教育の改善について」 （大学審議会答申）
いわゆる大学設置基準の大綱化

１９９８年 平成１０年１０月 「21世紀の大学像と今後の改革方策について」（大学審議会答申）
大学改革の4つの基本理念を示すとともに，これに沿った具体的な改革方策を提言。
（教育研究の質の向上、自律性の確保、組織運営体制の整備、多元的評価システムの確立）

２０１２年 平成２４年８月 「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考
える力を育成する大学へ～」（中央教育審議会答申）

学士課程教育の質的転換（アクティブ・ラーニングなど主体的な学びへの転換、学修時間の確保等）

２０１８年 平成３０年１１月 「２０４０年に向けた高等教育のグランドデザイン」（中等教育審議会答申）

２００５年 平成１７年１月 「我が国の高等教育の将来像」（中央教育審議会答申）
大学教育の機能的な分担、質の水準の保証、国立と私立の役割、を提言。

○大学設置基準改正（H19.7改正、H20.4施行)
・教育研究目的・シラバス及び成績評価基準の明示義務化、教員への研修等（FD）の義務化 等

○学校教育法施行規則の改正（H28.3改正、H29.4施行）
・三つのポリシーの策定・公表義務化

○大学設置基準の改正（H28.3改正、H29.4施行）
・職員への研修等（SD）の義務化

２０４万人

１６２万人

１３７万人

１１９万人

１１８万人



文化庁審議官 松坂浩史 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

13

「グランドデザイン」答申から「知の総和」答申へ

平成３０年１１月 「２０４０年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」

平成３１年１月 「２０４０年を見据えた大学院教育のあるべき姿」

令和２年１月 「教学マネジメント指針」

令和３年２月 「教育と研究を両輪とする高等教育の在り方について」

令和３年１２月 「これからの時代における大学の在り方について」

令和４年３月 「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について」

令和５年２月 「学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について」

令和７年２月（答申）
「我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築～」
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「知の総和」答申（令和７年２月）
「２. 今後の高等教育政策の方向性と具体的方策」から 「質」

成績が不十分な学生には進級・
卒業を認めないことや、成績優秀
者に対する表彰制度を設けること
なども求められる

単に評価基準に対する適合・不適合を
判定するのではなく、在学中にどれくら
い力を伸ばすことができたのかといった
大学等の教育の質を数段階で示すな
ど（中略）高等教育による付加価値を明
確化する仕組みとすべき

学士・修士の５年一貫教育の推進
等の施策も講じながら大学院修
了をスタンダードにしていくといっ
た発想の転換や、研究型大学を
中心に、学部から大学院教育へ
の収容定員・資源のシフトを率先
して進めることが必要

国公立版と私学版とで情報を提
供するプラットフォームが異なるた
めに大学の教育研究の質に関わ
る重要な情報が必ずしも分かりや
すく示されていないといった課題
が指摘（中略）設置者別ではない
新たなデータプラットフォーム
（Univ-map（ユニマップ）（仮称））
を構築

一定の質が確保されていることを
前提とした上で、優秀な外国人留
学生の受入れ強化につながる弾
力的な定員管理方策について検
討し、制度改善を行う
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「知の総和」答申（令和７年２月）
「２. 今後の高等教育政策の方向性と具体的方策」から 「規模」

・ 一定の学士課程定員の規模縮小をしつつ、質の向上
と連動して規模縮小を実施する大学、収容定員・資源
を学部から大学院へシフトする大学、質を確保した上で
留学生や社会人を増加する大学等に対する支援

・ 大学等が持つ知的資産の継承・発展の機能に留意し
つつ、大学・高専機能強化支援事業を通じたデジタル・
グリーン等の成長分野への学部転換等の支援等、改革
やチャレンジに取り組む大学への支援

・ 付加価値を創造する新たな私立大学へ転換するため
の教育研究面の構造転換や、複数大学等の連携による
経営効率化・開設科目等の相互補完等を通じた経営
改革の支援

・ 産業界や社会人のニーズを踏まえた、各高等教育機
関における教育改善を促進するために、リカレント教育
プログラム開発・評価の体制整備を支援

・ 高度で専門的な知識を有する高い資質・能力をもった
職員の採用・育成を促進

・ 定員未充足や財務状況が厳しい大学等を統合した場合のペナルティ措置（設置認可
審査、私学助成、高等教育の修学支援新制度の機関要件等）を緩和するための制度
改善について検討

・ 一定の条件を満たす場合に一時的に減少させた定員を一部又は全部戻すことを容
易にする仕組みの創設等、収容定員の引下げに対する大学等の忌避感の緩和のため
の仕組みを構築

・ 学生募集停止を行った学部等について、情報の公表や教育の質に係る客観的指標
等において減額措置を受けていないこと等を要件に、継続的な教育研究活動を支援



文化庁審議官 松坂浩史 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

17

「知の総和」答申（令和７年２月）
「２. 今後の高等教育政策の方向性と具体的方策」から 「アクセス」

・ 地域連携プラットフォームの仕組みを発展させ、各地域
の高等教育を取り巻く状況や課題、将来の人材需要等を
地域の高等教育機関が共通に認識し、地方公共団体や
産業界等地域の関係者も一体となって具体的な取組に向
かうことができる場の構築が重要

・ 地域の高等教育機関や地方公共団体、産業界等の各
地域の関係者が議論し、各地域で実効性のある取組を
推進するための協議体（地域構想推進プラットフォーム
（仮称））を構築することが必要

・ 東京 23 区内の大学学部の収容定員を原則として増
加できないこととする定員規制については、令和 10
（2028）年３月までの間に、地域における若者の修学び
就業の状況その他法律の施行の状況について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
されており、引き続き、その政策効果について検証する
ことが必要
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日本全体の高等教育
の質的向上

高等教育政策の目標

大学によって、その方策は異な
ることから、多様な方針を示し
つつ、各大学においてそれぞれ
の大学ごとの取り組みを進める

○○大学の発展

○○大学の経営改革の目標

○○大学の現状を踏まえ、教員
や学生、地域や高校との関係、
カリキュラム、ガバナンスなど、
「どうやって発展させるのか」の
方向性を定めることが必要

高等教育政策と大学の経営改革
高等教育政策は国の大学全体を対象にしたもの

中央教育審議会の答申から、どんなメッセージを受け取っていくのか？
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高等教育における学修の実質化
－いま再び大学生の学修の中身が問われている－
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大学における教育への批判
－四則演算など「義務教育」レベルの講義－
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学士課程教育の現状と学修時間
－学修時間の現状－

出典：東京大学 大学経営政策研究センター（CRUMP) 『全国大学生調査』
2007年、サンプル数4４、９０５人 http://ump.p.u-tokyo.ac.jp/crump/

NSSE（The National Survey of Student Engagement）
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授業に関する学修の時間（１週間当たり）
日米の大学一年生の比較

（注）勉強時間には、学習塾や予備校、家庭教師との学習時間を含む

【調査概要】高校２年生（普通科）４４６４人を対象に、全国４地域
（東京・東北・四国・九州地方の都市部と郡部）で実施。
（出典）Benesse教育研究開発センター「第４回学習基本調査」

高校生の学校外における平日の勉強時間の推移
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大学における学修の充実
－授業時間の考え方－

各学校段階における授業時間は、小学校（１年生）
では８５０時間（１時間＝４５分）、中学校・高等学校
では１０１５時間（１時間＝５０分）と定められている
（学校教育法施行規則）。

大学では、４年間で５５８０時間、
年間１３９５時間の学修時間が定
められている（大学設置基準）。

９０分＝２時間
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大学の授業時間は、学修時間の三分の一

４５時間 × １２４単位 ＝ ５５８０時間／４年間 ＝ １３９５時間／年

講義
（２時間）

予習
（２時間）
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課題図書の
自宅学習等

講義内容を深化
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実験・実習・実技（６時間）

×１５回＝９０時間＝２単位

講義（４時間）予習 復習
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出典：東京大学 大学経営政策研究センター（CRUMP) 『全国大学生調査』
2007年、サンプル数4４、９０５人 http://ump.p.u-tokyo.ac.jp/crump/

NSSE（The National Survey of Student Engagement）

授業に関する学修の時間（１週間当たり）
日米の大学一年生の比較

２００７年

（平均5時間）

授業期間中の平均的な１週間（７日間）の生活時間
～２０１９年度「全国学生調査（試行実施）」の結果から～

２０１９年

23

※平均の値については、１－５時間を「３時間」、
６－１０時間を「８時間」、１１－１５時間を「１３時間」、
１６－２０時間を「１８時間」、２１時間－３０時間を「２５時間」、
３１時間以上を「３３時間」として、０時間の者は母数（在籍者）から除かずに算出。
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令和５年 私立学校法改正
－昭和２５年制定以来の大改正－
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令和５年改正の主なポイント

新たな学校法人の機関

理事選任機関 常設の機関。評議員会が中心となって理事を選任・解任する機関として想定。
会計監査人 監事とは別に会計監査をする機関。大学法人等は必置。外部監査を担当する監査法人等が就くことが想定。

○ 理事は評議員との兼職不可。大学法人等は、外部理事二人以上。
○ 理事の任期は最長で４年（再任は可）。監事や会計監査人の任期以下。
○ 理事長は理事会で「選定」される。
○ 代表権と業務執行権を持つ「代表業務執行理事」の選定も可。
○ 業務執行権だけ持つ「業務執行理事」の選定も可。

（いわゆる理事長の職務代理等の規定は削除）
○ 理事会での議決による決定が必要な事項が明示。理事長等への委任は不可。
○ 理事長等は、年２回の理事会への業務執行報告が義務付け。（大学法人等は年４回）

○ 監事は評議員会で選任及び解任。大学法人等は常勤監事が必須。
○ 監事の任期は最長で６年（再任は可）。
○ 職務は「会計監査」と「業務監査」の両面。
○ 子法人の調査も可。

○ 引き続き原則として諮問機関。
○ 評議員会の構成について、理事選任の者は半分以下。
○ 評議員の任期は最長で６年（再任は可）。

理事・理事会について

監事について

評議員・評議員会について

○ 会計監査人は評議員会で選任及び解任。
○ 大学法人等は必置。高校法人等は任意設置。
○ 任期は１年、自動再任制度。
○ 職務は「会計監査」。

○ 学校法人会計基準を、私学助成の基準から、私
学経営のコンプライアンスの基準に変更。
（その結果、附属明細書のうち私学助成上は必
要だが、情報公表に適さないもの等を削除、
振興助成法に新たに規定。

○ 「特別背任罪」、「贈収賄罪」、「投機取引
罪」のほか、「偽り等により認可を受けた
罪」を規定。いずれも拘禁刑又は罰金刑。

会計監査人について

その他
「特別の利益供与」
「特別利害関係者」
「閲覧や謄本の交付」
「電磁的記録」

会計関係

刑罰関係
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私立学校

新たな学校法人のガバナンス体制
評議員・評議員会の機能強化

業務執行

理事長

代表業務執行理事

業務執行理事

法人代表

法人事務局

評議員会

監事

評議員会で選任

理事会

職務の執行監査

会計監査人

理事

業務の決定
業務執行の監督

理事
理事

理事
理事

理事会
で選定

学校法人

私立学校
私立学校

校長１名以上が理事に

理事会に対する監視・牽制
（重要事項に関する意見申述、等）

⚫ 理事と評議員の兼職を禁止し、評
議員の下限定数は、理事の定数
を超える数まで引き下げる。

⚫ 理事・理事会により選任される評
議員の割合や、評議員の総数に
占める役員近親者及び教職員等
の割合に一定の上限を設ける。

⚫ 評議員会は、選任機関が機能し
ない場合に理事の解任を選任機
関に求めたり、監事が機能しない
場合に理事の行為の差止請求・
責任追及を監事に求めたりするこ
とができることとする。

評議員・評議員会の
機能強化

理事選任機関
理事を選任
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高等教育政策とその背景
－各大学における取組みを考えるために－
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大学の価値
－大学の学費は高いのか／外国の大学の学費－

28

４年間の学費

５００万円

大学の授業回数

４年間で約１１００回

授業１回当たり

約４５００円 Harvard

（＄６９,９４４）

UCLA

（＄４７,８５３）

Oxford

（￡３３,０５０～￡４８,６２０）

HKUST

（＄２１,８００）
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Engineering
２０２０ ２０２４ （日本円換算）

学部 ＄ ６９,９６１ → ＄ ７６,９４１ １１５４万円
修士 ＄ ７７,２９８ → ＄ ８３,６９２ １２５５万円
博士 ＄１０１,４８４ → ＄１０５,４５３ １５８２万円

NACE Salary Survey

Starting salary projections for Class of 2024 new college graduates

National Association of Colleges and Employers

令和３年 賃金構造基本統計調査 （厚生労働省）

大学卒

企業規模１０００人以上

産業計 229.800

建設業 224.300

製造業 230.500

情報通信業 245.700

運輸業、郵便業 214.400

卸売業、小売業 227.600

金融業、保険業 219.100

学術研究、専門・技術サービス業 244.500

宿泊業、飲食サービス業 223.200

生活関連サービス業、娯楽業 227.400

教育、学習支援業 218.200

医療、福祉 245.300

サービス業 221.000

大学院卒「産業計」
260.900

（420万円）

産業、学歴別初任給（令和３年）

大学新卒者の給与水準（日米比較）
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大学進学率（諸外国比較）

UNESCO統計ベース。
ここでいう大学はUNESCOの定義する ISCED2011の
LEVEL5-8で、大学相当の全ての高等教育機関が含ま
れる（日本での四年制大学・大学院、短期大学などに相
当）。
年齢に係わらず大学への総入学者数を単純に大学入学
適齢人口で割った比率でグロス値ベース。
※大学への入学者総数には浪人など適齢年齢以外の入
学者や外国からの留学生も含むため、大学入学適齢人
口で単純に除した場合、100%を超えてしまう場合もある。

中国 ７２％
日本 ６３％
タイ ４９％
インドネシア ４３％
ベトナム ４２％
フィリピン ３５％
カンボジア １５％
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米国における大学のオープン化
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米国における大学のオープン化

introduction-to-microeconomics/

Principles of Microeconomics

Syllabus

Meet the TAs

Unit 1: Supply and Demand

Introduction to Microeconomics 

Applying Supply and Demand

Elasticity 

Problem Set 1

Unit 2: Consumer Theory 

Midterm Exam 1

Unit 3: Producer Theory 

Unit 4: Welfare Economics 

Unit 5: Monopoly and Oligopoly 

Midterm Exam 2

Unit 6: Topics in Intermediate Microeconomics 

Unit 7: Equity and Efficiency 

Final Exam 

PROFESSOR: So what I want to do today is I want to talk 

about what the heck this course is. What is microeconomics? 

What are you going to be learning in this course? And just, sort 

of, set us up for the semester. OK. So basically, microeconomics 

is all about scarcity. It's all about how individuals and firms 

make decisions given that we live in a world of scarcity. 

Scarcity is key because basically what we're going to learn 

about this semester in various shapes and forms is a lot of 

different types of constrained optimization. We're going to learn 

a lot about different ways that individuals make choices in a 

world of scarcity. OK?

Free Textbook 1129p

https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-01sc-principles-of-microeconomics-fall-2011/unit-1-supply-and-demand/introduction-to-microeconomics/
https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-01sc-principles-of-microeconomics-fall-2011/unit-1-supply-and-demand/introduction-to-microeconomics/
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学修時間

アクティブラーニング

FDの深化

IRの活用

MOOCS

入試改革
アドミッションオフィス

教育組織の見直し

学部改組

ラーニングコモンズ

就職支援
大学院

専門職大学院 奨学金
学費

留学生
学生寮

図書館

学生確保
インターンシップ

課外活動

学期の見直し
高大接続改革

グローバル化

授業の英語化

社会人学生

公開講座

地域連携（地域学）

COC

地域産業連携

G型大学/L型大学 学内研究費

研究費不正 研究施設設備

外部研究資金

研究の選択と集中

科研費

研究不正

組織機構

教員人事

意思決定の在り方

職員能力の活用
資産運用

寄附金確保

学生参加

キャンパス移転・集約

経費削減

同窓会組織
学外応援団

情報発信

広報

ガバナンス改革

大学に迫る様々な改革課題
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ありがとうございました


